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神戸市介護人材確保プロジェクト「コウベ deカイゴ」 

就職祝い金・定着一時金の申請について(ご案内) 

 

先月、申請受付を開始いたしましたコロナの影響により離職された方への「就職祝い金・

定着一時金」について、改めてご案内いたします。 

貴事業所におかれましては、今一度、12月から３月の就職者への就職祝い金 1万円（申

請期限４月末）・６月から３月の就職者への定着一時金 10万円（申請期限 10月末）の支給

対象者の方がいらっしゃらないかご確認いただき、漏れなく申請の手続きを行っていただ

きますよう、お願いいたします。また、職員を新規採用される場合につきましても、支給

対象者かご確認・申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 
 

 

〇「就職祝い金１万円・定着一時金 10万円」の対象者（介護職の正規職員・フルタイム職員） 

 

「R2 年 6 月以降に就職された方」  ： 定着一時金の対象か、今一度ご確認ください 

「R2 年 12 月以降に就職された方」 ： 就職祝い金の対象か、今一度ご確認ください 

また、就職祝い金の対象となった場合には、6 か月後の定着一時金も対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①　R２年６月就職の場合

R2.6月 R2.12月

就職 就職後

６カ月経過

②　R３年３月就職の場合

R3.3月 R3.9月

就職 就職後

６カ月経過

6カ月就労離職

6カ月就労

新型コロナウイルス

の影響で離職

R2.1月以降

　祝い金対象となる就職期間：R2.12月～R3.3月末  

離職

R2.1月以降

新型コロナウイルス

の影響で離職

定着一時金 10万円

支給

祝い金 １万円

支給

定着一時金 10万円

支給

「コロナウイルスの影響」

は、事業者の都合、本人の

都合を問いません

一時金対象となる就職期間：R2.6月～R3.3月末



 

〇 「就職祝い金・定着一時金」の概要 

①  就職祝い金 

コロナの影響により離職された方が、神戸市内の介護事業所又は障害福祉サービス事業

所に正規又はフルタイム職員として採用された場合、「祝い金」として１人１万円を支給  

② 定着一時金 

コロナの影響により離職された方が、神戸市内の事業所に正規又はフルタイム職員とし

て採用され、その後６ヶ月間就労継続した際には、「定着一時金」として１人１０万円を

支給 

     ※コロナの影響により離職された方とは、令和２年１月 1 日以降に新型コロナウイ

ルス感染症による影響で退職された方であり、前職の職業及び退職理由の自己都

合、会社都合は問わない 

     ※コロナの影響による離職については、指定の委任状（市 HP よりダウンロード）へ

の支給対象者の署名により確認いたします 

 

〇 申請の手順（別紙「コウベ deカイゴ」リーフレットの裏面もご参照ください。） 

１．委任状（採用者本人→事業所）と申請書兼請求書（事業所→市）の様式入手（神戸市ホー

ムページより） 

２．採用者本人は事業所へ委任状を提出、事業所が申請書兼請求書を市へ提出（対象者が複数

名いる場合は取りまとめ） 

添付書類：①雇用保険受給資格者証や退職証明書の写 

 ②雇用契約書等の写 

 ③振込先口座情報（事業所口座の通帳写 等） 

 ④委任状の写 

３．申請書兼請求書に基づき、市より事業所へ支払 

４．各事業所において給与等とあわせて支給 

   ⇒祝い金を支給した方については、6 か月後に改めて定着一時金を申請 

 

〇 問い合わせ先 

〒650－8570 神戸市中央区加納町 6-5-1 神戸市福祉局 

介護保険課「就職祝い金・定着一時金事業担当」 

TEL：078-322-6228 

  ・申請書の様式や実施要綱は、神戸市ホームページ（ケアネット）に掲載しております。 

   https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kobedekaigo.html 

 

〔送付物〕 ※本状除く。 

   ・「コウベ deカイゴ」リーフレット 

 

 

神戸市福祉局介護保険課 TEL：322-6228 

FAX：322-6049 






